
資料１

広域漁業調整委員会の概要 
 
１ 委員会の設置 
 我が国周辺水域における水産資源の管理を的確に行うために、都道府県

の区域を越えて分布回遊し、かつ、それを漁獲する漁業種類が大臣管理漁

業と複数の知事管理漁業にまたがる水産資源の管理に係る漁業調整を行う

ことを目的に、平成１３年の漁業法の改正により国の常設機関として設置

されています。 
 また、委員会の効率的な運営のため、資源の分布、利用等に応じ、関係

委員により構成される部会が設けられています。 
 ・太平洋広域漁業調整委員会（太平洋北部会、太平洋南部会） 
 ・瀬戸内海広域漁業調整委員会 
 ・日本海・九州西広域漁業調整委員会（日本海北部会、日本海西部会、

九州西部会） 
 
２ 委員会の機能 

広域的に分布回遊する資源を対象とした資源管理に関する事項について

協議調整を行います。 
 ① 複数都道府県にまたがる海域を回遊する魚種の資源管理についての

検討 
② 資源管理措置の適切な実施を担保するための「委員会指示」の発動 
③ ①に関連する漁業調整 

 
３ 委員構成 

各委員会は、都道府県ごとに互選する沿岸漁業の代表者を主とする海区

代表者と、国が選任する沖合漁業の代表者を主とする関係漁業の代表者（瀬

戸内海除く）並びに学識経験者で構成され、太平洋、瀬戸内海、日本海・

九州西の各委員会の委員数は、それぞれ 28 名、14 名、29 名（計 71 名）

です。 
また、太平洋と日本海・九州西に設置する部会については、沿岸漁業者

を実質的に代表する海区代表委員と沖合漁業者の代表委員数は、バランス

がとれるようにしています。 









太平洋広域漁業調整委員会事務規程

（所掌事務）

第１条 太平洋広域漁業調整委員会（以下「委員会」という。）は、漁業法（昭和２４年

法律第２６７号）の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

２ 委員会は、太平洋海域における資源管理及びこれにかかる漁業調整上必要な事

項に関し農林水産大臣から意見を求められたときは、調査審議してこれに答申し、

又はこれらに関し必要と認められるときは、農林水産大臣に意見を具申する。

（事務局の所在地）

第２条 委員会の事務局は、水産庁内に置く。

（委員会）

第３条 委員会は、委員２８人をもって組織する。

２ 農林水産大臣は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるとき

は、委員会に専門委員を置くことができる。

３ 専門委員は、学識経験がある者の中から、農林水産大臣が選任する。

（会長及びその職務）

第４条 委員会に会長を置く。会長は、委員が互選する。ただし、委員が会長を互選す

ることができないときは、農林水産大臣が漁業法第１１１条第２項第３号の委員

の中からこれを選任する。

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３ 委員会について、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ

委員が互選した者がその職務を代理する。

（会議）

第５条 委員会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が

ともに互選されていないか若しくは欠けたとき又は会長及びその職務を代理する

者にともに事故があるときの会議は、農林水産大臣が招集する。

２ 会長（会長及びその職務を代理する者がともに欠け又は会長及びその職務を代

理する者にともに事故があるときは、農林水産大臣）は、在任委員の３分の１以

上の者から書面で会議の目的たるべき事項を示して委員会の会議を招集すべき旨

の要求があったときは、その要求のあった日から15日以内に委員会を招集しなけ

ればならない。



３ 委員会の会議を招集しようとするときは、会長は、あらかじめ議事事項並びに

委員会の日時及び場所を公衆の見やすい方法によって公示するとともに、各委員

に通知しなければならない。

第６条 委員会は、定員の過半数にあたる委員が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。

２ 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところ

による。

３ 委員会の会議は、公開とする。

第７条 委員会の会議では、あらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。た

だし、委員会において緊急の必要があると認めた事項については、この限りでは

ない。

第８条 委員は、議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。

２ 委員が発言を求めたときは、その要求の順序によって会長がこれを許可する。

第９条 委員会は、必要があると認めるときは、特別の事項に関し参考人から意見を求

めることができる。

２ 参考人の選定は、委員会の意見を踏まえ、会長が行う。

第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議

事にあずかることができない。ただし、委員会の承認があったときは、会議に出

席し、発言することができる。

第11条 会長は、次の事項を記載した委員会の議事録を作成するものとする。

一 開会、休憩及び散会の年月日、時刻及び場所

二 出席委員の氏名

三 付議事項

四 議事

五 議決の数

六 報告書

七 答申書又は具申書

八 その他重要な事項



第12条 議事録は、会長及び会長の指名する出席委員２人以上がこれに署名するものと

する。

第13条 議事録は、一般の縦覧に供するものとする。

（部会）

第14条 委員会は、委員会が置かれた海域内に、太平洋北部会及び太平洋南部会を置く。

２ 太平洋北部会は、北海道から茨城県に面する海域に置き、その海域において完

結する事項の処理に関し調査審議するものとする。

３ 太平洋南部会は、千葉県から宮崎県に面する海域に置き、その海域において完

結する事項の処理に関し調査審議するものとする。

４ 部会の委員は、委員会の委員の内、次に揚げる者をもって組織する。

一 部会の区域内に設置された海区漁業調整委員会から互選された委員

二 農林水産大臣が選任した漁業者代表委員の内、委員会の会長が指名する委員

三 農林水産大臣が選任した学識経験委員全員

５ 部会の会議に関し必要な事項は、部会の会議で定める。

６ 部会は、調査審議の結果を、委員会に報告しなければならない。

７ 委員会は、部会の設置された海域において完結する資源管理の推進に関する調

査審議については、部会の調査審議の結果をもって委員会の結果とできるものと

する。

８ 委員会は、部会の議決を尊重するものとする。

（専門部会の設置）

第15条 委員会は、その議決により、専門部会を置くことができる。

２ 専門部会は、専門の事項の処理に関し、調査審議するものとする。

３ 専門部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

４ 専門部会の会議に関し必要な事項は、専門部会の会議で定める。ただし、議事

については全員の一致により決するものとする。

５ 専門部会は、調査審議の結果を、委員会に報告しなければならない。

６ 委員会は、専門部会の議決を尊重するものとする。

（他の広域漁業調整委員会との協議）

第16条 委員会は、委員会の置かれた海域と他の広域漁業調整委員会が置かれた海域に

跨って分布回遊する資源、または、委員会の置かれた海域で他の広域漁業調整委

員会が置かれた海域の漁業者も利用している資源に関する事項については、当該



広域漁業調整委員会と協議を行ったうえ処理するものとする。

２ 当該広域漁業調整委員会との協議において、必要な場合には合同の会議を開催

することとし、この会議に関し必要な事項は、その都度当該広域漁業調整委員会

と協議して定めるものとする。

（規程の改正）

第17条 この規程の改正は、委員会の議決によって行う。

（庶務）

第18条 委員会の庶務は、水産庁において処理する。

（雑則）

第19条 この規程に定めるもののほか、議事の運営に関し必要な事項は、会長がその都

度定める。

（附則）

この規程は、平成１３年１０月２９日より適用する。

この規程は、平成２４年４月１日より適用する。

（以 上）
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